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主たる事務所の所在地

代表者

会計貴任者の氏名

の 氏 名
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：口政・活資金団体

口政治資 金組正 ・法第lt条の 2

第 1項の規 定による政 治団体

M そ．の 他の政治団 体

口 その他の政 沿団体 の支部
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活勁区域の区分

2以上の都道・府県の区域等．

口同 一 の都道府 県 の区 域 内

事務担当者IT)邸

oZ-6352-3停 I
•安企管涅m体の指定の有槃
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口
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国会議員関係政治団体の区分

政治資金規王法第19条の 7第 1項

•第 1 号1ご係る国会議員関係政治団体

政治資金泉王法第i!1条の 7第 1項

第2号1こ係る匡会議員関係政治団体．．

．公識の候補者
，1)氏名

公聴の種類

．． 

J現・侯）

・5年9. 貨金管涅団体の指定ーの痢日

令和 年 月． 日から

I 令和 年 月 日まで

ニ RI|「]l|R| l散「II|「「口］］

OO会議員関係政治団体に関する特例の遮用期間

令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで
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1 収支C痣括表 ・

収 支 の 状｛ 兄．、1

,- 収 入 総― ・額 砺 I

（前年・から の．操越額）
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z 年 .c.:i. 入額・）
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収入項目g,I金額の内訳

Iii 個人の負担する党費又は会費 .、 ..  

金 頷 • I !. ・ ! i ! i ・ f“ I I t砺 9 •• 9 ,'9、, .. 千. ！ I fりl'i 

員数｛党資丈は会費を納入した人の数） I I. l i 1 ．i. ! ． 
!―I 1） 

I:l• 寄 用
.. 

ア寄性（イを除く．）の区分 ..金 額 備 考・.
， 

i '-tll - ！ ！ ：！ 函 I ！ヽ，千． . ̀  !t 'oPl . • ー（ア）_・l,',I 入 カ'.、ら (/) 寄 陪
ヽ＇・J 

I l I l ，''9'.ヽ' , . ' I. o （うち特定寄附）

• I i・ .1 • I ! I― ・, 0 （イ）法人その他iJ)団体からの寄陪
るt• ； I 

|’こj
. l :.・ 

i 

． 
i （ウ）攻治臼体がらの寄屈

'1) 
.. 

， 

I．ヽ 計（ア） ＋ （イ｝ー（ウ）． I ~l ． i I―・ l i il ， 

（寄附のうち寄附!J)あっせんによるもの｝・ ・ロ ．． : ！ -! | l i ー： • !. ! i ; i o 
'： ''・； • ' ' 

9i 9,  , ! ； ！ ！ i I) 
・イ政党匿名寄附 ： 

合 計（アtイ） i ！ ; ！ - 9 .9 9 』.'9 9 ， 9 .• :．.'. : ． ' ! i ''  ! 
!..  0 
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3 支出項目用金額の内訳

{1) 支出〇恙傘
..  

・一、

三
・ 考・

項 目 ・金： 額
に対して ．． 
に俣る支出 . . • 

I 経 常 ・経． 費 • ; ’i +E ― 
. l ; 9 ;●.. i工ft 1 • 匹 : i i t ・ヨ : i円

(I)人． 仁 民．
.i • ． ` • ー・！ ・

I 

(2)光 熱 水 要 l • : I 'I  I ' . i : J i 
I l I 

6)儲 品 ・ 涌 耗 品 受 l ~’,’’’̀  、‘ ‘ ‘ 
.．．．．' ， ， ， ， 9 9 I 9 9 l9 9 ~ 

` 9 

0)事 務 所 費 i ! :  : ' 
』i，'. : ヽ, : ．． • I ， ， ! ！ 』．

， 

.l i 'I  ' ! 9 i ：： i 』i ： ；! 9I  、， A 計．

゜2 政 治・活．勁― 費 l '1 よ9.9  l 9 • ' 9、 ` : '''; • 9 ' '!i •. '.9.; ''i'' ' 、ヽ.、． • , 
≫I ヽ

.. 

U)祖 練 話 勁 蚕

i ！ i 
-. ..： ' 、i.. ：'9 ‘—’ ： ' 9― , ; i : i • I C)選挙 -ll!I 係 費

幾 図 萩 誌 の宰業発 汀' —+ 1 !I 'I ; i I 
l i Cl)そ の - 他 - の . . ＇費 -

（ア汲関哉誌の発行奈栗責） i! 9 I 9' 、.

ヽ .. 

―̀― 

（ イ 崖 伝 事 業 費 ） i99 ― 9 ! , 
- p---~—; 

•••（ウ政荏資金パーテノー開催事業費）． .l 9 に 9、, I . 
. .  

• -
（二その他の宰業費） '. ．． •• • ．． • 、

(4)詞 査 研． 究 費 i;9 •• 』i 9 '! ! I '．’’，． ‘ ̀  ． • ，＇.●●- ． • 鸞置~ `  ・ 

(5)寄附．． 交付•金 ! ! i ! i ` ．'! ； • ! i I i l 
}‘ 

(6)そ．の他の経費 ;I I. ' I : ！ : • I ！ l l f 10IO 
l I . ,i: .'  ' l. I I；仔 公0io小 .. 計 ： 

.l ̀  、 :: ̀ —~ ： i |{iケ 2 
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1 資産等の総括表

ヽ 資産等の状況

資産等の有無

資 産 等 の 項＂ョ 別 区 分 有 無 紐． 考

土 速！ 口 巨ア

イ・建 骸 口 巨

ウ 建物の所有を目的とする地上指又はニ・地C貨楷権・ 口 巨．

工 取得の面額が 100万円を超える勘産 D 巨
．． 

．． 

・オ 預（普道傾金及び当座預金を除く≫)又は貯金（普通貯金を除く,) 口 巨

力 金 銭 ・信 ．託 □• ・巨．． 

キ．有・ 個 券 口 巨
ヽ証

ク 出 資 に よ ・・;;) •• 権 利 口 巨
＇ 

.. 
： 

貸付先ごとの残高が 100•万可を超える貸付金 口 ビ
.• 

ケ

コ 支払われた金額が mo万円を超える敷金 口 ビ .. 

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利月に関する権利 □・ ・ビ

シ循入先ごとの残高が 100万3を超える借入金 口 、巨

へ
5

1

U

8

1
1

4

 

IU:b~ 

五
忌
菩
堪
暉
痘
濯
叩

-
0
6
'
6
9
4
4
,
3
5
4
8
 

吐

-
0
]
 



こ

., 

（その20)

添付書類（別添のとおり）

1 領収書等の写し

（ー）

ヽ
、今

旦

2 監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

瞬芦

3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

'＇ヘ) 

ヽ

書

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

政治団体の名称

会計責任者の氏名

＼ヽ

解散の場合のみ下欄を記入すること

（代表者の氏名

令和 5一年 ／ 月~{)日

麟大H本龍愛会報序芍

禾下 見詞 詈

福囚龍疇］｀
（備考） 1会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び

本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りではない。

2政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提出する場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提

出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りではない。


